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関西電力株式会社大飯発電所３号炉及び４号炉の発電用
原子炉設置変更許可申請書に関する審査の結果の案のと
りまとめについて（案） 
―特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備
（３系統目）の設置― 

令和２年１月２９日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．審査結果の取りまとめについて 

原子力規制委員会は、平成３１年３月８日に関西電力株式会社から核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）第

４３条の３の８第１項の規定に基づき申請された特定重大事故等対処施設及び所

内常設直流電源設備（３系統目）の設置に係る大飯発電所の発電用原子炉設置変

更許可申請書を受理した。また、令和元年１２月２６日に、同社から当委員会に

対し同申請の補正書の提出がなされた。 

当委員会は、本申請について審査会合等において審査を進めてきたところ、原

子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第

１項各号のいずれにも適合しているものと認められることから、別紙１のとおり

審査の結果の案を取りまとめることとし、原子力委員会及び経済産業大臣の意見

を聴くこととする。 

なお、本件申請に係る大飯発電所について、当委員会は、平成３１年度第４回

原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）の噴出規模は

11 ㎦ 程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一連

の巨大噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価におい

て想定すべき自然現象であることを認定し、上記のとおり認定した事実に基づけ

ば、火山事象に係る「想定される自然現象」の設定として明らかに不適当であり、

設置許可基準規則第６条第１項への不適合が認められるため、原子炉等規制法第

４３条の３の２３第１項の規定に基づき基本設計ないし基本的設計方針を変更す

べき旨、令和元年６月１９日に関西電力に命じたところである。関西電力からは、

令和元年９月２６日に当該事項に係る設置変更許可申請がなされている。 

当委員会は、（ⅰ）平成３１年度第４回原子力規制委員会において判断したとお

り、大山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状況にあるとはいえず、上記の

とおり認定したＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火砕物により当該発電所が大

きな影響を受けるおそれがある切迫した状況にはないこと、（ⅱ）上記の命令の適

切な履行により上記の不適合状態は是正することができ、かつ、大山火山の状況

に照らせばこれで足りることなどから、上記命令に係る手続が進んでいる現在の

状況下における本件の審査においては、ＤＮＰの噴出規模を含め火山事象に係る

「想定される自然現象」については、既許可の想定を前提として、本件申請につ

いての基準適合性を判断したところである。 
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２．審査結果等の審議について 

本委員会においては、以下の（１）及び（２）に示す事項について審議し、ま

た、原子炉等規制法に基づく原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取並びに

審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行う可否について審議する。 

（１）特定重大事故等対処施設の設置に係る審査結果について 

平成２８年２月３日の原子力規制委員会の審議を踏まえ、特定重大事故

等対処施設の設置に係る審査書案については、令和２年１月２４日の原子

力規制委員会臨時会において決定した。 

また、同臨時会においては、平成２８年８月２日の原子力規制委員会で

決定した「特定重大事故等対処施設に係る審査結果のとりまとめの公開に

対する考え方について」に従って、セキュリティの観点から非公開とすべ

き部分を不開示とした上で、添付１の審査書案を公開した。 

本委員会においては、別紙１のうち原子炉等規制法第４３条の３の８第

２項において準用する同法第４３条の３の６第１項第１号及び第２号（経

理的基礎に係るもの）の各要件への適合性について審議する。 

（２）所内常設直流電源設備（３系統目）の設置に係る審査結果について 

本申請のうち所内常設直流電源設備（３系統目）の設置に対する原子炉

等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６

第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号の各要件への適

合性については、添付２の審査書案として取りまとめた。 

本委員会においては、別紙１のうち原子炉等規制法第４３条の３の８第

２項において準用する同法第４３条の３の６第１項第１号から第４号の各

要件への適合性について審議する。 

 

３．原子力委員会への意見聴取 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の

６第３項の規定に基づき、別紙２のとおり同法第４３条の３の６第１項第１号に

規定する許可の基準の適用について原子力委員会の意見を聴くこととする。 

 

４．経済産業大臣への意見聴取 

原子炉等規制法第７１条第１項の規定に基づき、別紙３のとおり経済産業大臣

の意見を聴くこととする。 

 

５．科学的・技術的意見の募集 

（１）特定重大事故等対処施設の設置に係る審査結果について 

平成２８年１月２９日の原子力規制委員会の結果のとおり、添付１の審査 

書案については、科学的・技術的意見の募集は行わない。 

（２）所内常設直流電源設備（３系統目）の設置に係る審査結果について 

本発電所３号炉及び４号炉については、新規制基準適合性に係る発電用原

子炉設置変更許可の際、その審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を

行った（平成２９年２月２３日から３０日間）。今回の申請に係る審査書案の

取りまとめにあたっては、 

（案の１）：添付２の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行う。 

（案の２）：添付２の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行わない。 
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６．今後の予定 

原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果（上記５.（２）の（案の１）

の場合には、添付２の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集の結果を含む。）

を踏まえ、本申請に対する原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の規定に基づ

く許可処分の可否について判断を行う。 
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【別紙１】 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許

可の基準への適合について（案） 
 

番      号 

年   月   日 

原子力規制委員会 

 

平成３１年３月８日付け関原発第５６４号（２０１９年１２月２６日付け関原発第４４１

号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）

第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項におい

て準用する法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合については以下の

とおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法

律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」という。）に基づく拠出金の

納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、法に基づく指定を受けた国内再処

理事業者において再処理を行うことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・

管理するという方針に変更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原子力の平

和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者において実施する、

海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰る、また、再処理によって

得られるプルトニウムを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受けるという

方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年６月３０日 

付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（３系統

目）設置工事に要する資金については、自己資金、社債及び借入金により調達する計画と

している。 

申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部資金の状況、
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調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。このことから、申請者には

本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更

するために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足り

る技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付１及び添付２のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が

核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認め

られる。 
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【参考】 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）  

(昭和 32 年法律第 166 号) 

 

（設置の許可） 

第四十三条の三の五 発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めると

ころにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規

制委員会に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 使用の目的 

三 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 

四 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 

五 発電用原子炉及びその附属施設（以下「発電用原子炉施設」という。）の

位置、構造及び設備 

六 発電用原子炉施設の工事計画 

七 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定

使用量 

八 使用済燃料の処分の方法 

九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 

十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における

当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 

 

（許可の基準） 

第四十三条の三の六 原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた

場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きでなければ、同項の許可をしてはならない。 

一 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 

二 その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基

礎があること。 

三 その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規

制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項

及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 

四 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物

質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない

ものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。 
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３ 原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじ

め、第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴

かなければならない。 

 

（変更の許可及び届出等） 

第四十三条の三の八 第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者（以下「発

電用原子炉設置者」という。）は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八

号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めると

ころにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項

第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとす

るとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員

会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。 

２ 第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。 

 

（許可等についての意見等） 

第七十一条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、

第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二

項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項若しくは第四十

三条の三の二十五第一項の規定による許可をし、又は第三十一条第一項若し

くは第四十三条の三の十八第一項の規定による認可をする場合（以下この項

において「許可等をする場合」という。）においては、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなければな

らない。 

一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 経済産業大臣（試験研究の用に

供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び経済産業大臣） 

二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 国土交通大臣（試験研

究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大

臣） 

三 試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合（前二号に該当す

るものを除く。） 文部科学大臣 
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【別紙２】 

（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号

及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、平成３１年３月８日付け関原発第５６４号（２０１９年

１２月２６日付け関原発第４４１号をもって一部補正）をもって、関西電力株

式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に

基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、同法第４３条の３の８第２項に

おいて準用する同法第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合していると

認められるので、同法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条

の３の６第３項の規定に基づき、別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基

準の適用について、貴委員会の意見を求める。 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３

号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

平成３１年３月８日付け関原発第５６４号（２０１９年１２月２６日付け関

原発第４４１号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩

根 茂樹から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基

づき提出された大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号

発電用原子炉施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用す

る法第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準への適合については

以下のとおりである。 

 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に

関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」という。）

に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、法に

基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを原則と

し、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変更はない

こと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原

子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業

者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に

持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しよう

とするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年６

月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
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【別紙３】 

（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉の設置変更許可（３号

及び４号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、平成３１年３月８日付け関原発第５６４号（２０１９年

１２月２６日付け関原発第４４１号をもって一部補正）をもって、関西電力株

式会社 取締役社長 岩根 茂樹から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に

基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、別紙のとおり同法第４３条の３

の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適

合していると認められるので、同法第７１条第１項の規定に基づき、貴職の意

見を求める。 
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（別紙） 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３

号及び４号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

平成３１年３月８日付け関原発第５６４号（２０１９年１２月２６日付け関

原発第４４１号をもって一部補正）をもって、関西電力株式会社 取締役社長 岩

根 茂樹から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基

づき提出された大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号

発電用原子炉施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項において準用す

る法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合については以

下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年

６月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認め

られる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源

設備（３系統目）設置工事に要する資金については、自己資金、社債及び借入

金により調達する計画としている。 
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申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部

資金の状況、調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。こ

のことから、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するた

めに必要な経理的基礎があると認められる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設

を設置変更するために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転

を適確に遂行するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付１及び添付２のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造

及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用

原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定

める基準に適合するものであると認められる。 
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（案） 
 

 

関西電力株式会社大飯発電所の発電

用原子炉設置変更許可申請書（３号

及び４号発電用原子炉施設の変更の

うち、所内常設直流電源設備（３系

統目）の設置）に関する審査書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術
的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年 月 日 

原子力規制委員会 

  

添 付 ２ 
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Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32年法律第 166号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、関西電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6月 28日原子力規制委員

会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）第２条第２項第１２号の特

定重大事故対処施設及び設置許可基準規則第２条第２項第１１号で定める重大

事故等対処施設のうち所内常設直流電源設備（３系統目）の設置に係る「大飯発

電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号発電用原子炉施設の変

更）」（平成 31 年 3 月 8 日申請、令和元年 12 月 26 日一部補正）（以下「本申請」

という。）のうち、所内常設直流電源設備（３系統目）の設置に係る事項の内容

が、 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する第４３条の３の

６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及

び経理的基礎があること。）のうち、技術的能力に係るもの、 

（２）同条同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があること。）、及び、 

（３）同条同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料

物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災

害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであること。） 

に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）及び第２号の規定のうち経理

的基礎に係るものに関する審査結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力

に係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審

査指針（平成 16年 5月 27日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」

という。） 
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（２）同条同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用

発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発

第 1306197 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事

故等防止技術的能力基準」という。） 

（３）同条同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25年 6月 28日

原子力規制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決

定）。以下「設置許可基準規則解釈」という。） 

同条同項第４号の規定に関する審査においては、設置許可基準規則解釈に

おいて規定される、実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審

査基準（原規技発第 1306195 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決

定）。以下「火災防護基準」という。）に適合しているかどうかについても確

認した。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めたガイド等を参照するとともに、

その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、本申請に係る

技術的能力指針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設並びに重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係

る技術的能力」には、設置許可基準規則のうち、発電用原子炉施設の位置、構造

及び設備に適用される規定への適合性に関する審査内容並びに重大事故等防止

技術的能力基準への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 

申請者は、3号炉及び 4号炉の所内常設直流電源設備（３系統目）を設置すると

している。 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

このうち、本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及

び発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果

を記載する。重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力についての審査結果は、Ⅳで記載する。 

 

申請者は、本申請に係る技術的能力について、規制委員会が令和元年 12月 11日

付け原規規発第 1912112 号をもって許可した大飯発電所の発電用原子炉設置変更

許可申請（平成 30 年 7月 27 日申請、平成 31年 4 月 17 日、令和元年 7 月 12 日、

令和元年 9 月 10 日及び令和元年 10 月 8 日一部補正）。（以下「既許可申請」とい

う。）からの変更はないとしている。 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、技術的能力に係る既許可申請の内

容から変更はなく、本申請に係る申請者の技術的能力は、技術的能力指針に適合す

るものと判断した。 

 

 

Ⅳ 設計基準対象施設並びに重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係

る技術的能力 

本章においては、変更申請がなされた内容について、設計基準対象施設並びに重

大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力に関して審査した結果を

示した。審査の概要は以下のとおりである。 

 

申請者は、工事計画認可後５年の経過措置が設けられている（※1）特に高い信頼

                                                   
（※1） 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する

規則」（平成２８年１月１２日原子力規制委員会規則第１号）において、「実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する規則（平成２８年原子力規制委員

会規則第１号）の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設については、平成

２５年７月８日以後最初に行われる法第４３条の３の９第１項の規定による認可（実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号。）第１１条及び第

１２条並びに第 3章の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。）の日から起算して５年を

経過する日までの間は、第４２条及び第５７条第２項の規定は、適用しない。」とされている。 
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性を有する３系統目の所内常設直流電源設備として、蓄電池（３系統目）を特定重

大事故等対処施設を設置する建屋に新たに設置するとしている。 

 

このため、規制委員会は、関連する以下の１．から３．の項目について審査を行

った。 

１．火災による損傷の防止（第４１条関係） 

２．重大事故等対処設備（第４３条関係） 

３．電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条第２項及び重大事故等防

止技術的能力基準１．１４項関係） 

 

なお、規制委員会は、関連する以下の項目について、蓄電池（３系統目）が本申

請のうち特定重大事故等対処施設の設置に係る事項の審査結果を取りまとめた、

「関西電力株式会社大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号及び４号

発電用原子炉施設の変更のうち、特定重大事故等対処施設の設置）に関する審査書

（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項

第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）」において審査した特定

重大事故等対処施設を設置する建屋に設置するとされており、また、それぞれの項

目に関する設計方針については、既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 

・ 重大事故等対処施設の地盤（第３８条関係） 

・ 地震による損傷の防止（第３９条関係） 

・ 津波による損傷の防止（第４０条関係） 

 

さらに、関連する以下の項目についても、既許可申請の内容から変更がないこと

を確認した。 

・ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係）」 

・ 安全避難通路等（第１１条関係） 

・ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故等防

止技術的能力基準１．０項関係） 

・ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

１５項関係） 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、設置許可基準規則及び重大事故等

防止技術的能力基準に適合するものと判断した。 

火災による損傷の防止（第４１条関係）、重大事故等対処設備（第４３条関係）及

び電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条第２項及び重大事故等防止技

術的能力基準１．１４項関係）についての基準適合性の判断は以下のとおり。 
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１．火災による損傷の防止（第４１条関係） 

第４１条は、重大事故等対処施設が、火災によって必要な機能を損なうおそれ

がないよう、火災の発生を防止すること、かつ、火災を感知及び消火することを

要求している。 

申請者は、蓄電池（３系統目）を、火災により必要な機能を損なうおそれがな

いよう、火災防護基準に基づく設計基準対象施設の火災防護対策に準じて、当該

設備設置に伴う建屋への影響を踏まえた上で、火災の発生防止、火災の感知及び

消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じた設計とするとしている。また、

火災の感知及び消火について、中央制御室又は緊急時制御室で火災感知設備の常

時監視及び消火設備の故障警報確認ができる設計とするとしている。 

 

規制委員会は、所内常設直流電源設備（３系統目）について、当該設備設置に

伴う建屋への影響も考慮して、火災防護基準に基づく火災防護設計が行われる方

針としていることから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

２．重大事故等対処設備（第４３条関係） 

第４３条は、重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を

要求している。 

① 環境条件及び荷重条件（43-1-1（※2）） 

② 操作性（43-1-2） 

③ 試験又は検査（43-1-3） 

④ 切替えの容易性（43-1-4） 

⑤ 悪影響防止（43-1-5） 

⑥ 現場の作業環境（43-1-6） 

また、常設重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要

求している。 

① 容量（43-2-1） 

② 共用の禁止（43-2-2） 

③ 共通要因による機能喪失の防止（43-2-3） 

 

規制委員会は、これらの項目のうち①環境条件及び荷重条件について、以下のと

おり本申請の内容を確認した結果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

上記の項目のうち、重大事故等対処設備全般に対する共通事項の②から⑥及び常

設重大事故等対処設備全般に対する共通事項の①から③については、既許可申請の

                                                   
（※2）「43-1-1」は、第 43条において該当する条項「第 43条第 1項第 1号」を示す。以下同様。 
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内容から変更がないことを確認した。 

 各項目のうち、①環境条件及び荷重条件についての審査内容は以下のとおり。 

 

（１）重大事故等対処設備（第４３条第１項関係） 

申請者は、蓄電池（３系統目）について、以下のとおり設計する方針としてい

る。 

① 環境条件及び荷重条件 

蓄電池（３系統目）は、想定される重大事故等が発生した場合における

温度、放射線、荷重その他の使用条件において、その機能が有効に発揮で

きるよう、重大事故等時における特定重大事故等対処施設を設置する建屋

内の環境条件を考慮した設計とするとともに、中央制御室での直流電圧確

認及び設置場所での操作が可能な設計とする。 

 

規制委員会は、本申請が、重大事故等対処設備の共通の設計方針等として、所

内常設直流電源設備（３系統目）を設置する建屋内の環境条件を考慮した設計方

針とするなど、第４３条第１項及び同項の設置許可基準規則解釈を踏まえた設計

方針としていることから、適切なものであると判断した。 

 

３．電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条第２項及び重大事故

等防止技術的能力基準１．１４項関係） 

第５７条第２項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４項（以下「第５７

条第２項等」という。）は、発電用原子炉設置者に対し、第３３条第２項の規定に

より設置される非常用電源設備及び第５７条第１項の規定により設置される電

源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことによる重大事故等に

対処するために必要な常設の直流電源設備及び手順等を整備することを要求し

ている。このうち、手順等については、保安規定等において規定する方針である

ことを要求している。 

本節では、蓄電池（３系統目）に関して申請者が計画する設備及び手順等が、

第５７条第２項等における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

るかを確認した。 

 

３－１．審査の概要  

（１）第５７条第２項等は、第３３条第２項の規定により設置される非常用電源

設備及び第５７条第１項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準

事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合にお

いて、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著し
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い損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防

止するため、常設直流電源設備及び手順等を整備することを要求している。 

第５７条第２項等における｢常設の直流電源設備｣とは、以下に掲げる措置

又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための設備及び手順等をい

う。 

イ）更に信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御室又は隣接する

電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う場合を含まない。）

を行わずに 8 時間、その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間

の合計 24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の供給

を行うことが可能であるもう１系統の特に高い信頼性を有する所内常

設直流電源設備（３系統目） 

ロ）設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において、必要な電力を確保するために必要な手順等 

 

     申請者は、第５７条第２項等の要求事項に対応するため、蓄電池（３系統

目）により給電を実施するための設備及び手順等を整備する方針としている。 

 

（２）申請者は、既許可申請の有効性評価（第３７条）において整備するとして

いた、電源の確保に関する重大事故等対処設備及び手順等について、既許可

申請の内容から変更はないとしている。 

 

（３）規制委員会は、電源の確保のために申請者が計画する設備及び手順等が、

第５７条第２項等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備され

る方針であることから、第５７条第２項等に適合するものと判断した。また、

申請者が、有効性評価（第３７条）において、電源の確保に関して必要とな

る重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４

３条等に従って適切に整備する方針に変更はないことを確認した。 

 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重大

事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

３－２．規制要求に対する設備及び手順  

（１）第５７条第２項等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 
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申請者は、第５７条第２項等に基づく要求事項に対応するために、蓄電

池（３系統目）を新たに重大事故等対処設備として整備することとしてい

る。 

 

規制委員会は、上記の対策が第５７条第２項等要求事項イ）、ロ）に対 

応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、蓄電池（３系統目）について、主な設計方針を以下のとおり

としている。 

a. 蓄電池（３系統目）及びその電路は、基準地震動による地震力に

対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないことに加え、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震

力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとど

まる範囲で耐えられる設計とする 

b. 蓄電池（３系統目）は、ディーゼル発電機及び蓄電池（安全防護

系用）並びに電源車及び可搬式整流器を用いた電源設備に対して位

置的分散を図り、これらの設備を用いた電源系統に対して独立性を

有した設計とする 

c. 蓄電池（３系統目）は、必要な期間にわたり電力の供給が可能な

設計とする 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)蓄電池（３系統目）及びその

電路は、耐震重要度分類によるＳクラスの耐震性を有した設計とすること、

b)蓄電池（３系統目）は、設計基準事故対処設備及び蓄電池（安全防護系

用）に対して独立した電路で接続されることなどにより独立性を有してい

ること、並びに設計基準事故対処設備及び蓄電池（安全防護系用）とは異

なる建屋において整備するなど位置的分散を図ること、c)蓄電池（３系統

目）は、負荷の切離しを行わずに 8時間、必要な負荷以外を切離して計 24

時間の電力の供給が可能な設計とすることを確認した。 

 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であること、また、第５７

条第２項等要求事項イ）に適合する設計方針であることを確認した。 
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③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は、以下のとおりとして

いる。 

a. 全交流動力電源が喪失した場合に、蓄電池（安全防護系用）による

給電時において、許容最低電圧を維持できない場合は、蓄電池（３系

統目）からの給電の手順に着手する。この手順では不要な負荷の切り

離し、電源からの給電操作、受電の確認等を運転員等 2名により約 15

分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)交流電源喪失時の対応手順及

びその優先順位を明確化していること、b)必要な人員を確保するとともに

必要な訓練を行うとしていること、c)作業環境（作業空間、温度等）に支

障がないことなどを確認した。 

 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、上記の手順等が第５７条第２項等要求事項ロ）に

対応するものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５７条第２項等要求事項イ）、

ロ）に対応すること、①に掲げる重大事故等対処設備が第５７条第２項等要

求事項イ）に適合する設計方針であること、③a.の手順等が第５７条第２項

等要求事項ロ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備

及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることか

ら、第５７条第２項等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

申請者は、既許可申請の有効性評価（第３７条）において必要な対策として

整備するとした、給電のための設備と手順等については変更がないとしている。

これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等については、変更は

ないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、電源の確保に

関して必要となる重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設備及び
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手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針に変更はないことを確認し

た。 

 

 

Ⅴ 審査結果 

関西電力株式会社が提出した「大飯発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（３号及び４号発電用原子炉施設の変更）」のうち所内常設直流電源設備（３系統

目）の設置に係る事項（平成 31年 3月 8日申請、令和元年 12月 26日補正）を審

査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められ

る。 

 なお、本件申請に係る大飯発電所について、規制委員会は、平成３１年度第４

回原子力規制委員会において、大山火山の大山生竹テフラ（ＤＮＰ）の噴出規模

は 11㎦ 程度と見込まれること、及び、大山倉吉テフラ（ＤＫＰ）とＤＮＰが一

連の巨大噴火であるとは認められず、上記噴出規模のＤＮＰは火山影響評価にお

いて想定すべき自然現象であることを認定し、上記のとおり認定した事実に基づ

けば、火山事象に係る「想定される自然現象」の設定として明らかに不適当であ

り、設置許可基準規則第６条第１項への不適合が認められるため、原子炉等規制

法第４３条の３の２３第１項の規定に基づき基本設計ないし基本的設計方針を変

更すべき旨、令和元年６月１９日に関西電力(株)に命じたところである。関西電

力からは、令和元年９月２６日に当該事項に係る設置変更許可申請がなされてい

る。 

規制委員会は、（ⅰ）平成３１年度第４回原子力規制委員会において判断したと

おり、大山火山は活火山ではなく噴火が差し迫った状況にあるとはいえず、上記

のとおり認定したＤＮＰの噴出規模の噴火による降下火砕物により当該発電所が

大きな影響を受けるおそれがある切迫した状況にはないこと、（ⅱ）上記の命令の

適切な履行により上記の不適合状態は是正することができ、かつ、大山火山の状

況に照らせばこれで足りることなどから、上記命令に係る手続が進んでいる現在

の状況下における本件の審査においては、ＤＮＰの噴出規模を含め火山事象に係

る「想定される自然現象」については、既許可の想定を前提として、本件申請に

ついての基準適合性を判断したところである。 
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関西電力（株）大飯発電所３号炉及び４号炉の
設置変更許可申請書に関する審査について

（概要）

令和２年１月２９日
原子力規制庁

資料２－２
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平成２５年７月８日 新規制基準施行
新規制基準において、信頼性向上のためのバックアップ対策として、特定重大事故等対処
施設（以下「特重施設」という）等を設けることを要求
また、特重施設等については新規制基準の施行日から５年間の経過措置を規定

平成２８年１月１２日
設置許可基準規則※１の一部改正
経過措置規定の起算点を、新規制基準の施行日から、新規制基準に適合するための本体施
設等※２に係る工事計画認可の日（大飯３，４号炉：平成２８年８月２５日）に変更

平成３１年３月８日
関西電力から、大飯３，４号炉の特重施設に関する設置変更許可申請書を受理
（令和元年１２月２６日補正）

平成３１年３月１９日～
特重施設に関する審査会合を実施（計１６回）

※１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
※２ 特重施設等以外の施設及び設備

１．審査の経緯

2
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２．特重施設の概要：法令上の要求事項

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより炉心の著しい損傷が発生するお
それがある場合又は炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損
による工場等外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するためのものをいう。

第２条※１：特定重大事故等対処施設の定義

工場等には、次に掲げるところにより、特重施設を設けなければならない。

一．原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重
大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。

二．原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであること。
三．原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、発電

用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、使用できるものであること。

第４２条：特定重大事故等対処施設

※１：本頁以後、条番号については、断りのない限り設置許可基準規則のものとする。
※２：実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準 ２．２ 3

発電用原子炉設置者において、特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制が
適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

技術的能力２．２※２ ：特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備
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３．審査結果：特重施設を構成する設備の設計及び体制（１／２）

① 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能（原子炉減圧操作設備）
② 原子炉内の溶融炉心の冷却機能（低圧注水設備）
③ 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能（原子炉格納容器下部への注水設備）
④ 原子炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能（格納容器スプレイへの注水設備）
⑤ 原子炉格納容器の過圧破損防止機能（フィルタ装置）
⑥ 水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能（水素濃度制御装置）
⑦ サポート機能（電源設備、計装設備、通信連絡設備）
⑧ 上記設備の関連機能（減圧弁、配管等）

4

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであるとともに、特重施設の機能
を維持するための体制が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること
を要求。（第４２条第２号関係、技術的能力２．２ ）

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な機能を有する設備に係る設計方針について、以下
の①から⑧の機能を有する設備及び緊急時制御室を設置するなどとしていることから第４２条第
２号に適合するものと判断した。
また、当該機能を維持するための必要な操作に係る体制、手順等を整備する方針が技術的能力基
準２．２に適合するものと判断した。

要求事項

確認結果
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5

３．審査結果：特重施設を構成する設備の設計及び体制（２／２）

※系統構成はイメージ

⑦サポート機能
・電源設備
・計装設備
・通信連絡設備

フィルタ装置

①原子炉冷却材圧力
バウンダリの減圧
操作機能

⑤原子炉格納容器の
過圧破損防止機能

原子炉格納容器

原子炉減圧
操作設備

②原子炉内の溶融炉心の冷却機能
③原子炉格納容器下部に落下した
溶融炉心の冷却機能

④原子炉格納容器内の冷却・減圧
・放射性物質低減機能

注入設備水源

水素濃度
制御装置

⑥水素爆発による原子炉
格納容器の破損防止機能

⑧特定重大事故等対処施設を構成
する設備である ①～⑦を制御す
る機能
・緊急時制御室の設置
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４．審査結果：大型航空機の衝突による影響評価（１／２）

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故
等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであることを要求。（第
４２条第１号関係）

6

• 原子炉補助建屋等※１及び特重施設が同時に破損することを防ぐために必要な離隔
距離（例えば100m以上）を確保していることを確認した。

• 故意による大型航空機の衝突に対して頑健な建屋に収納されていることを確認した。

また、設計に必要となる想定する重大事故等については、様々な想定事象を含む厳し
い事象である大型航空機の衝突で代表するものとし、特重施設審査ガイド※２及び航
空機衝突影響評価ガイド※３を踏まえ、以下の項目について適切になされていること
を確認した。

1. 大型航空機の特性の設定
2. 衝突箇所及び大型航空機衝突影響評価※４の対象範囲の設定
3. 特重施設の大型航空機衝突影響評価を踏まえた設計方針

※２ 実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド

※４ 航空機衝突影響評価ガイドにおける、大型航空機衝突時の構造評価及び機能評価を示す。

※３ 実用発電用原子炉に係る航空機衝突影響評価に関する審査ガイド

要求事項

確認結果

※１ 原子炉格納施設及び原子炉補助建屋。設置許可基準規則第４２条の「原子炉建屋」に相当。
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４．審査結果：大型航空機の衝突による影響評価（２／２）

特重施設審査ガイドを踏まえて、衝突を想定する航空機の機種、進入経路、進入速度、
航空機の燃料積載量を確認した。

原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突に対して特重施設が同時又は連続的
に破損することを防ぐために有効な手段として考えられる、物理的障害物となる山地形
等の利用、地下埋設、分散配置の考え方等を利用していることを確認した。

１．大型航空機の特性の設定

２．衝突箇所及び大型航空機衝突影響評価の対象範囲の設定

大型航空機衝突により、評価対象となる範囲（建屋、設備等）の機能が喪失しないよう
設計することを確認した。

３．特重施設の大型航空機衝突影響評価を踏まえた設計方針

7
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５．審査結果：外部支援が受けられるまでの間、使用できる設計

8

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、発電用原子
炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、使用できるものであることを要求。具体
的に、少なくとも７日間、必要な設備が機能するに十分な量の容量を有するよう設計を
行うことを要求。（第４２条第３号関係）

要求事項

確認結果

特重施設審査ガイドを踏まえ、特重施設内に貯蔵する燃料等は、特重施設の機能を維持
するために必要な量（少なくとも７日間分）を確保する設計することを確認した。
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６．審査結果：格納容器破損防止対策の有効性の確認

9

原子炉建屋への大型航空機の衝突等により想定される重大事故等に対処するために必要
な機能及び特重施設の機能を維持するために必要な体制により、原子炉格納容器の破損
を防止する対策に有効性があることを確認すること。

原子炉補助建屋等への大型航空機の衝突等によるプラント状態を想定した上で、原子炉格納容器の破損を防止す

る観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器の破損及び放射性物質が異常な水準で敷地

外へ放出されることを防止する対策に有効性があることを確認した。

また、対策の有効性を確認するにあたっては、以下の評価項目を概ね満足することを確認した。

なお、原子炉格納容器過圧破損防止設備等により、原子炉格納容器から環境に放出されるCs-137放出量は7日間

で約８．６TBｑであり、１００TBｑを下回ることを確認した。

○原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること（可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合も含
む）。

○原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。
○放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものである
こと（Cs-137の放出量が100 TBqを下回っていること）。

○原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は2.0 MPa以下に低減されていること。
○急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失
しないこと。

○原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。
○溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。

評価項目

要求事項

確認結果
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７．審査結果：その他考慮する主な設計

10

防火帯形状等を一部変更しているが、既許可の設計方針（必要な防火帯幅の確保、熱影響や危険距
離に応じた離隔距離の確保）を変更する必要はないことを確認した。

第６条：外部からの衝撃による損傷の防止【森林火災影響評価】

特重施設に対して、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有する
ものとすることを確認した。

第４１条：火災による損傷の防止

特重施設に対して、工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること等を確認した。

第４３条：重大事故等対処設備

基準地震動及び基準津波に対する設計方針は既許可と同様であるものの、特重施設に対する要求事
項として、基準地震動を一定程度超える地震動及び基準津波を一定程度超える津波に対して、多様
性などの対策を講じることにより頑健性を高めること等を確認した。

第３９条：地震による損傷の防止 第４０条：津波による損傷の防止

特重施設の地盤について、変位が生ずるおそれがない地盤に設置すること、基準地震動に対して十
分支持することができる地盤に設置すること、変形した場合においても安全機能が損なわれるおそ
れがない地盤に設置することを確認した。

第３８条：特重施設の地盤

以上、事業者の申請内容が、各要求事項を満足していることを確認した。- 133 -



11

８．審査結果：所内常設直流電源設備（３系統目）（１／２）

既設（DB）設備（赤線）

SA設備のうち常設（青線）

（凡例）

SA設備のうち可搬（青点線）

空冷式非常用発電装置：
常設SA（交流）

蓄電池（安全防護系用）：
DB（直流）／SA（直流）として兼用

蓄電池（3系統目）:常設SA（直流）

特定重大事故等対処施設の建屋

（約3,000A・h×1系統）

代替所内
電気設備

（２系統目）

①

②

6.6kV 非常用高圧母線

非常用
発電機

440V 非常用低圧母線

充電器（整流器）

125V 直流き電盤

（１系統目）

（約2,400A・h×2系統）

可搬式整流器：
可搬SA（直流）

電源車：
可搬SA（交流）

（３系統目）

充電器（整流器）

一体形低圧配電盤
蓄電池（３系統目）は、ＳＢＯ発生後、既設の蓄電池
（安全防護系用）２系統のうち一方が機能喪失した場合、
可搬型直流電源設備（２系統目）よりも先に給電を開始

特定重大事故等対処施設の建屋に新たに設置

設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に、重大事故等の対応に必要な
設備に直流電力を供給するため、３系統目の所内常設蓄電式直流電源設備として、３号炉・４号炉につ
いて特定重大事故等対処施設の建屋に、新たに蓄電池（３系統目）を設置する。
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火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものとすることを確
認した。

８．審査結果：所内常設直流電源設備（３系統目）（２／２）

第４１条：火災による損傷の防止

第４３条：重大事故等対処設備

第５７条第２項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４項関係
（電源設備及び電源の確保に関する手順等）

特定重大事故等対処施設を設置する建屋に設置する方針であり、設計方針については既許可申請の

内容から変更がないことを確認した。

第３８条：重大事故等対処施設の地盤
第３９条：地震による損傷の防止
第４０条：津波による損傷の防止

設置する建屋の環境条件を考慮する等の設計方針とすることを確認した。

設計基準事故対処設備及び蓄電池（安全防護系用）に対して独立した電路で接続する、24時間の電
力の供給が可能*とする等の設計方針とすることを確認した。また、当該設備を用いた必要な電力
を供給するための手順が適切に整備される方針とすることを確認した。
（＊：負荷の切離しを行わずに8時間、必要な負荷以外を切離して計24時間の電力の供給が可能な設計)
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